
第３回 静岡市災害義援金配分委員会 議事録 

１ 日  時 令和５年４月 20 日（木）９時 30分～10 時 40 分 

２ 場 所  静岡庁舎 新館 12階 政策法務課相談室 

３ 出 席 者 江原勝幸委員長、小幡剛弘委員、加山秀剛委員、田宮文雄委員 

４ 事 務 局 保健福祉長寿局健康福祉部 福祉総務課 総務係 

５ 議題 

（１）開会 

（２）保健福祉長寿局理事あいさつ 

（３）報告事項 

ア 災害義援金の募集状況について 

イ 災害義援金の配分状況について 

ウ 被災状況について 

（４）審議事項 

災害義援金の交付の対象、基準、金額、時期及び方法について 

ア 第３回の配分対象 

イ 最終配分の配分基準 

ウ 第３回（最終）配分金額 

エ 第３回配分時期 

オ 余剰が発生した場合の対応 

（５）閉会 

６ 議事 

司会 定刻となりましたので、ただいまより、「第 3 回 静岡市災害義援金配分委員

会」を開催いたします。 

委員の皆さまには、お忙しいところご出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。 

私は、本日の司会進行を務めさせていただきます福祉総務課の山梨と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

司会 本委員会は、令和４年台風第 15 号の被災者の生活再建を支援し、被災者等を

労わるため、市内外の皆様から自発的に寄託された義援金を公平かつ適正に

被災者に配分するため、配分割合等を審議する付属機関です。 

本日お集りの委員の皆様の任期は、参考資料２の当委員会設置規則（静岡市

災害義援金に係る臨時的事務を処理するための附属機関に関する細目を定め



る規則）第５条の規定により令和５年９月 30 日までとなります。 

司会 では、本日机上にご用意いたしました資料の確認をお願いいたします。 

次第及び資料１～３、参考資料１～３を綴じた書類１式をお配りしています。

資料に落丁などございましたら挙手をお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

司会 続きまして、保健福祉長寿局理事兼次長兼健康福祉部長よりご挨拶を申し上

げます。 

局次長 皆さま、こんにちは。静岡市保健福祉長寿局理事兼次長兼健康福祉部長の池

田です。 

年度を跨ぎまして第３回目となります『静岡市災害義援金配分委員会』にお

集まりいただき、誠にありがとうございます。 

この度の令和４年９月台風第 15 号災害被災者への義援金配分においては、

前回までにこの委員会において審議いただきました基準に基づき、第２回配

分までが完了しているところでございます。 

本日は、２月末の被災者からの申請締切をもって確定した最終的な配分対象

件数と、県・市双方で募集した災害義援金の総額とを勘案して、最終的な配

分金額の審議をしていただくべく、お集まりいただきました。 

委員の皆様には、昨年度、急遽委員となっていただき、前例のない中で募集

した市独自募集の災害義援金をどのような方にどのような比率で配分するべ

きかという困難な審議をお願いして参りました。委員の皆様の御協力をもち

まして、最終配分を被災者にお届けできる段階まで参りましたこと、改めて

感謝申し上げます。 

本日ご審議いただく最終配分が終了し、お寄せいただいた災害義援金の全て

を払い出しましたら、改めての配分終了報告をさせていただきたいと考えて

おりますので、今しばらく引き続きご協力賜りますようお願いいたします。

以上で簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。 

司会 なお、本日ご都合により静岡市民生委員児童委員協議会 梶谷委員が欠席で

ございます。欠席の梶谷委員には、後日事務局から資料をお渡しいたします。

司会 次に、本日の予定でございますが、お手元の次第のとおりに順次進め、閉会

は、１１時頃を予定しております。 

なお、本日の出席委員は、委員数５名のうち現在４名で、過半数を超えてお

りますので、委員会が成立しておりますことをご報告いたします。 

司会 それでは、次第に沿って議事を進めさせていただきます。 

それでは、ここからの進行は、当委員会設置規則第６条の規定により、江原

委員長にお願いいたします。 

江原委員長、よろしくお願いいたします。 

江原委員 それでは、早速、議事を進めて参ります。 



長 今回、報告事項が３件、審議事項が１件ございます。 

まずは、３件まとめて報告をした後に、質疑の時間を取りたいと思います。

では、報告事項について、事務局から説明をお願いします。 

事務局 それでは、資料１をご覧ください。 

まず、資料一番上からご説明いたします。～資料１読み上げ～ 

報告事項の説明は以上です。 

江原委員

長 

ただいまの件について、質問等ありましたらお願いします。 

加山委員 未申請の 92 件については、きちんとまとめをしなければいけない。最終報告

の時に手続書類不備で交付対象とならなかった４件も含めて報告をいただき

たい。第２回の委員会でも未申請を可能な限り減らしていきたいという話が

出ていたことであり、市民の期待でもあると思いますので、きちんと記録に

残していただきたい。 

江原委員

長 

確認ですが、締め切っているので、確定している未申請について報告してい

ただきたいということですね。 

気になるのは、一人重傷者の方で未申請の方がいますが、未申請の理由はわ

かりますか。 

事務局 未申請の重傷者は葵区の方で、連絡がつかず訪問したところ、ポストに封書

がたまっている状況でした。連絡の術が他になく、残念ながら交付対象とな

りませんでした。 

江原委員

長 

いらっしゃるかどうかもわからないということですか。 

事務局 見舞金はもらいに来ているわけですから、その時点ではいらっしゃったとい

うことです。被災者台帳は住民記録台帳とも連動していますので、転居や死

亡など異動があればわかるようにはなっていますが、この方は居所不明でし

た。 

小幡委員 何らかの形で追うことはできないですか。 

事務局 住基情報も参照して連絡を試みたのですが、それ以上追うことができません

でした。 

田宮委員 表を見ると、準半壊が多いです。申請手続きにおいて、判断や理解ができて

いたのでしょうか。 

事務局 被災区分が軽度になるにつれて申請率が下がっている状況から、金額を見て

申請しないという判断をした方もいたかと思います。 

事務局

（清水区

生活支援

課） 

２月初旬に再度の勧奨通知を送っております。それでも申請書が届かなかっ

た方には罹災証明の申請時の番号に電話連絡をしました。その結果大半の方

には申請をいただきましたが、電話が不通の方もいらっしゃいました。電話

が通じなくても訪問で申請勧奨できた方もいます。中には、2月 28 日を過ぎ



てから申請があった方も清水区では３件いらっしゃいましたが、御説明をし

て申請期限が過ぎている旨を納得いただきました。 

江原委員

長 

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、各委員の皆さま、

よろしくお願いします。 

続きまして、審議事項です。 

「審議事項１ 災害義援金の交付の対象、基準、金額、時期及び方法につい

て」ですが、次第にあります１から５の５点をまとめて説明した後に、委員

からの質疑としたいと思います。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

事務局 それでは、資料１「災害義援金の交付の対象、基準、金額、時期及び方法に

ついて」をご覧ください。 

まず、資料一番上、からご説明いたします。 

災害義援金の交付の対象、基準、金額、時期及び方法について 

（１）第３回の配分対象     ～資料２読み上げ 

（２）最終配分の配分基準    ～資料２読み上げ 

（３）第３回（最終）配分金額  ～資料２読み上げ、 

資料３シミュレーション概要説明～ 

（４）第３回配分時期      ～資料２読み上げ 

（５）余剰が発生した場合の対応 ～資料２読み上げ 

「災害義援金の交付の対象、基準、金額、時期及び方法について」の説明は

以上です。 

江原委員

長 

それでは、ただいまの「災害義援金の交付の対象、基準、金額、時期及び方

法について」について、質問等ありましたらお願いします。 

資料３の赤枠の中の県①②、市②の死亡者の数字の（）はどういう意味でし

ょうか。 

事務局 幸い死亡者はいらっしゃらないので、死者枠に残金調整のための金額を充て

るということはあり得ないのですが、死者への配分金額を全壊と同額で設定

していたということを示すために便宜上括弧書きで表記しました。 

江原委員

長 

よろしいでしょうか。 

《委員一同》異議なし 

以上で、本日の審議事項は全て終了しました。 

皆さまのご協力をいただき、無事審議を終えることができました。ありがと

うございました。それでは司会の方に進行をお返しします。 

事務局

（清水区

生活支援

課） 

すみません。先ほどの説明に捕捉させてください。期限までに申請されなか

った方の中には書類不備で申請書をお返しした方もいました。大半の方は不

備を直して再提出いただけましたが、清水区では３件の方が不備のまま申請

期限を迎えてしました。その方々にも、電話や訪問で御説明をしました。 



事務局 その点を含めて、最終報告までに折衝記録を可能な限り整えてお示ししたい

と思います。 

田宮委員 その３人の方は気持ちよく納得したのでしょうか。 

事務局

（清水区

生活支援

課） 

はい。 

事務局 やはり、残金が０円になるよう配り終えるという点から申請期限を超えて受

け付けることはできないので、ご理解ください。 

田宮委員 納得をしてもらえたのであればいいと思います。 

司会 江原委員長、ありがとうございました。 

閉会の前に、事務局より１点ご連絡があります。 

「第４回 静岡市災害義援金配分委員会」を５月以降の開催を予定しておりま

す。 

いくつもの付属機関委員を兼務されている委員の皆さまには、ご負担を掛け

ることとなりますが、よろしくお願い申し上げます。 

なお、要職についていらっしゃる皆さまでございますので、書面開催も含め

て検討しますが、対面開催となる場合には、日程調整のほど、何卒よろしく

お願い申し上げます。 

それでは、「第３回 静岡市災害義援金配分委員会」を閉会いたします。あり

がとうございました。 


